
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧様式 新様式 

③該当種別それぞれに〇が必要になります。 

①10桁のコードを記載 

④税抜きで記載 

②市町村へ意見書を送付した日を記載 

※必須項目ではありません 

⑤本会を通しての診断・検査費用の請求はで

きないため、記入しないでください。 

④意見書料・消費税・合計等

をそれぞれ記載 

⑥市町村によっては、枠外にも記

載項目がある場合があります。 

令和 



 

旧様式は市町村により様式が異なりましたが、新様式は全市町村統一の様式となります。 

なお、様式の変更時期は市町村により異なるため、変更時期等の確認については各市町村へ直接ご確認をお願いします。 

 

【新様式の注意点】 

①医療機関コード欄は 10桁で記入。 

診療所・病院：271 + 保険医療機関コード（7桁） 

歯科医院  ：273 + 保険医療機関コード（7桁） 

介護老人施設：275から始まる 10桁の事業所番号 

介護医療院 ：27Bから始まる 10桁の事業所番号 

②意見書送付日は主治医意見書を市町村へ送付した日を記入。 ※必須項目ではありません。 

③作成区分が該当種別をそれぞれ選ぶ項目に変更となっています。 

 新様式の作成区分は《種別：１在宅・２施設》と《申請種別：１新規・２継続》の２つそれぞれに○が必要 

④請求金額については税抜きで記入する箇所、消費税を記入する箇所、合計金額を記入する箇所等ありますので、ご注意願います。 

⑤本会を通しての診断・検査費用の請求はできないため、記入しないでください。 

⑥市町村により枠外に記載項目がある場合等あるため、記載漏れが無いようご注意願います。 

 

【その他の注意点】 

・請求書（青色）に変更はないため、従来通り請求書（青色）と請求明細書をホッチキス止めのうえご提出をお願いします。 

・旧様式と新様式が混在する場合は請求書を分けてご請求いただくようご協力をお願いします。 

・市町村によって印字箇所が異なる場合があります。 

 必須項目に記載漏れがあった場合は返戻となる場合がありますので、請求の際は記載漏れがないようお願いします。 

・印字内容に誤りがある場合等は請求先の市町村へ直接ご連絡のうえ、訂正等をお願いします。 

 記載内容に誤り等がある場合は返戻となる場合がありますので、ご注意ください。 


